
 

 
健全化判断比率等 

平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎年度、新

しい財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）を算定し、監査委員の審査に付した上

で議会に報告し、公表することが義務付けられました。 

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）

は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断す

るものとして定められた指標で、それぞれの比率に応じて「健全」「早期健全化」「財政再

生」の３段階に区分するものです。 

資金不足比率は、地方公営企業の経営の健全性を判断するものとして定められた指標で、

公営企業会計ごとに算定し、「健全」「経営健全化」の２段階に区分するものです。 
 
（１）平成 28 年度決算に基づく健全化判断比率等 

◎健全化判断比率 

 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため該当ありませんでした。 

また、実質公債費比率は前年度より 0.4 ポイント下がって 9.4％、将来負担比率は負担

額より充当可能な基金が多くなったためマイナスとなり、実質公債費比率、将来負担比率

ともに早期健全化基準を下回っており、現状では大きな問題はありません。「健全段階」 

※平成 28 年度の数値は、平成 29 年 7 月 18 日時点の暫定値 

指   標 平成 28 年度 早期健全化基準 財政再生基準 
（参考） 

平成 27 年度 

実質赤字比率 ―％ 15.00％ 20.00％ ―％ 

連結実質赤字比率 ―％ 20.00％ 30.00％ ―％ 

実質公債費比率 9.4％ 25.0％ 35.0％ 9.8％ 

将来負担比率 ―％ 350.0％  13.7％ 

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないため「―％」で表示しています。 



 

◎公営企業会計に係る資金不足比率 

各公営企業会計とも資金不足が生じた公営企業がないため、資金不足比率は該当ありま

せんでした。「健全段階」 

特別会計の名称 平成 28 年度 経営健全化基準 
（参考） 

平成 27 年度 

水道事業会計 ―％ 20.0％ ―％ 

病院事業会計 ―％ 20.0％ ―％ 

農業集落排水事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

飯綱公共下水道事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

スキー場事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

住宅地造成事業特別会計 ―％ 20.0％ ―％ 

※資金不足比率がないため、「―％」で表示しています。 
 

（２）健全化判断比率等の概要 

◎健全化判断比率 

指   標 算定方法 対象範囲 

実質赤字比率 

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

 

※一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政

規模に対する比率 

一般会計等 

連結実質赤字比率 

連結実質赤字額 

標準財政規模 

 

※全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不

足額）の標準財政規模に対する比率 

一般会計等 

公営事業会計 

実質公債費比率 

（３か年平均） 

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金）－ 

（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る 

基準財政需要額算入額） 

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金 

に係る基準財政需要額算入額） 

 

※一般会計等が負担する元利償還金及び準元利

償還金の標準財政規模に対する比率 

一般会計等 

公営事業会計 

一部事務組合 

広域連合 

将来負担比率 

将来負担額 －（充当可能基金額 ＋ 特定財源

見込額 ＋ 地方債現在高等に係る基準財政需

要額算入見込額） 

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金 

に係る基準財政需要額算入額） 

 

※一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の

標準財政規模に対する比率 

一般会計等 

公営事業会計 

一部事務組合 

広域連合 



 

◎資金不足比率 

指   標 算定方法 対象範囲 

資金不足比率 

資金の不足額 

事業の規模 

 

※資金不足額の事業規模に対する比率（公営企

業ごとに算定） 

水道事業 

病院事業 

農業集落排水事業 

飯綱公共下水道事業 

スキー場事業 

住宅地造成事業 

 

（３）健全化判断比率等の対象範囲 

※1　普通会計とは、公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたもので、地方財政状

 　況調査（決算統計）等自治体相互の比較ができるようにしたもの。

※2　公営企業法に掲載された事業であるが、特別会計を設けて事業の経理を行っているもの。

※3　公営企業法に掲載された事業であり、複式簿記等の企業会計で処理を行っているもの。
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（４）健全化判断比率等の算定 

○実質赤字比率 

 福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

の度合いを示すものです。 

 

 地方公共団体の一会計年度（４月から翌年３月まで）における歳出は、歳入の範囲内で

行うことが原則であり、歳入が歳出に対して不足することは、赤字が生じているというこ

とになります。 

 この赤字の程度を示すため、実質赤字額を地方公共団体の一般財源（町税や地方交付税

等）の標準的な規模を表す標準財政規模で除した比率が実質赤字比率です。 

 本町の平成 28 年度決算においては、実質赤字は生じていませんので、実質赤字比率の表

記については、実質赤字額がないことを示す「―％」となっています。 

 なお、一般会計等の黒字額の程度をご覧いただくため、一般会計の実質収支額を分子と

して標準財政規模と比較したものを、下記の実質赤字比率の算定結果で表示（△％）して

います。 

 

【一般会計等の状況】                        （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

（Ａ） 

歳出総額 

（Ｂ） 

翌年度に繰り越

すべき財源（Ｃ） 

実質収支額 

Ａ-Ｂ-Ｃ 

一般会計 7,504,794 7,065,609 13,088 426,097 

からまつの丘地区 

汚水処理場管理事業 
1,739 1,583  156 

一般会計等 合計 7,506,533 7,067,192 13,088 426,253 

 

【実質赤字比率の算定結果】 

※飯綱町の標準財政規模 4,804,569 千円 

 

 

 

 

 

○連結実質赤字比率 

 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、

地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。 

 

 地方公共団体の会計は、町税、地方交付税などの一般財源を支出の主な財源とする一般

会計のほか、料金収入等を財源として事業を実施する下水道事業（農業集落排水、公共下

水道）等特別会計など各種の公営事業会計があります。 

 料金収入等で解消できない赤字があれば、地方公共団体全体としてこの赤字に対処しな

ければならなくなります。 

 このため、地方公共団体全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、全体の赤字額を標準

財政規模で除した比率が連結実質赤字比率です。 

（△426,253） 

実質赤字比率＝        ＝ ―％  △8.87％（参考Ｈ27 △8.05％） 

           4,804,569 



 

 本町の各会計の収支状況は、下記「各会計の状況」のとおりであり、赤字を生じている

会計はありませんので、連結実質赤字比率の表記についても、実質赤字比率と同様に連結

実質赤字額がないことを示す「―％」となっています。 

 なお、本町全体の黒字額の程度をご覧いただくため、各会計の実質収支額及び剰余額の

合計額を分子として標準財政規模と比較したものを、下記の連結実質赤字比率の算定結果

で表示（△％）しています。 

 

【各会計の状況】                          （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

（Ａ） 

歳出総額 

（Ｂ） 

翌年度に繰り越

すべき財源（Ｃ） 

実質収支額 

及び剰余額 

Ａ-Ｂ-Ｃ 

一般会計等 7,506,533 7,067,192 13,088 426,253 

国民健康保険事業 1,626,777 1,578,470  48,307 

介護保険事業 1,181,100 1,134,151  46,949 

後期高齢者医療 143,647 143,352  295 

訪問看護ステーション 45,729 35,562  10,167 

（以下、公営企業の特別会計） 

水道事業※ 828,599 1,621  826,978 

病院事業※ 725,280 105,376  619,904 

農業集落排水事業 353,322 352,396  926 

飯綱公共下水道事業 249,411 245,477  3,934 

スキー場事業 2,426 2,426  0 

住宅地造成事業 182 182  0 

各会計 合計 12,663,006 10,666,205 13,088 1,983,713 

※公営企業の特別会計（水道事業、病院事業は公営企業会計の法適用、農業集落排水事業、

飯綱公共下水道事業、スキー場事業、住宅地造成事業は公営企業会計の法非適用）は、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第３条及び第４条に定める算定方法により

算出。 

 

【連結実質赤字比率の算定結果】 

※飯綱町の標準財政規模 4,804,569 千円 

 

 

 

 

 

○実質公債費比率 

 借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもので

す。 

 

（△1,983,713） 

連結実質赤字比率＝        ＝ ―％ △41.29％（参考Ｈ27 △36.78％） 

            4,804,569 



 

 地方公共団体の一会計年度を超える長期の借入金を地方債といい、この返済に充てる元

利償還金等の経費を公債費といいます。 

 一般会計における公債費はもちろん一般会計の義務的な経費になりますが、公営企業等

の他会計の公債費に対して、一般会計から他会計へ繰り出す経費も一般会計の負担額とし

て捉える必要があります。 

 これら公債費に準じた経費も加算して実質的な公債費を算出し、標準財政規模を基本と

した額（標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額）と比

較して指標化したものが、実質公債費比率です。 

 

【分子の計算】                           （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

① 元利償還金の額（繰上償還額除く） 654,443 649,730 585,567 

② 公営企業の公債費への繰出金 636,310 649,915 636,788 

③ 一部事務組合等の公債費負担分 4,776 4,605 4,618 

④ 公債費に準ずる債務負担行為分 15,551 21,876 18,831 

⑤ 一時借入金の利子 0 0 5 

⑥     ①～⑤ 計 1,311,080 1,326,126 1,245,809 

⑦ 公債費に係る特定財源等 12,285 12,251 12,270 

⑧ 元利償還金・準元利償還金に係る基

準財政需要額算入額 
929,773 930,517 883,485 

 

【分母の計算】                            （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

⑨ 標準財政規模 4,804,569 4,878,435 4,710,404 

⑩ 元利償還金・準元利償還金に係る基

準財政需要額算入額（⑧と同） 
929,773 930,517 883,485 

 

【実質公債費比率の算定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25～27 年度の３カ年平均（小数点第１位未満切り捨て） 

 

 

 

 

1,245,809 － 12,270 － 883,485 

26 年度 ＝                      ＝  9.14715％ 

4,710,404 － 883,485 

1,326,126 － 12,251 － 930,517 

27 年度 ＝                      ＝  9.71038％ 

4,878,435 － 930,517 

1,311,080 － 12,285 － 929,773 

28 年度 ＝                      ＝  9.52365％ 

4,804,569 － 929,773 

             9.14715％ ＋ 9.71038％ ＋ 9.52365 

実質公債費比率＝                      ＝9.4％ 

                3 

（参考Ｈ27 9.8％） 



 

平成 28 年度の比率は 9.52365％で前年度からマイナス 0.19 ポイント、３カ年平均では

0.4 ポイントマイナスの 9.4％となっています。 

 内容をみると、分子の計算で、①元利償還金の額が増加＋4,713 千円、②公営企業の公

債費への繰出金は減少△1,360 万 5 千円（病院＋4,132 千円、農集△10,086 千円等）、③一

部事務組合等の公債費負担分が増加＋171 千円、④公債費に準ずる債務負担行為分は減少

△6,325 千円。分母の計算で、⑨標準財政規模が減少△73,866 千円（普通交付税△26,849

千円、臨時財政対策債発行可能額△57,679 千円等）となっており、元利償還金の額は増加

傾向にあります。 

 
○将来負担比率 

 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等
の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。 
 

 地方公共団体が将来支払っていく負債には、一般会計における地方債残高のほか、債務

負担行為のように借入金ではないものの契約等で将来の支払いを約束したもの、下水道・

病院事業債のように公営企業等他会計の地方債残高で一般会計が負担するもの、一部事務

組合や広域連合が整備した施設に係る地方債の本町負担分、一般会計で負担すべき職員の

退職手当などがあります。 

 また、当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債についても、経営状況によって

は、将来、一般会計で負担しなければならないこともあります。 

 このように一般会計等が将来的に負担することが予想される実質的な負債にあたる額を

将来負担額として把握し、この将来負担額から負債の返済に充てることができる基金等の

額を差し引いたうえで、標準財政規模を基本とした額（実質公債費比率と同）で除したも

のが、将来負担比率です。 

 
【分子の計算】                          （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 28 年度 平成 27 年度 

① 一般会計等の年度末地方債残高 7,147,187 6,860,497 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 69,323 108,539 

③ 公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額 6,729,095 7,297,592 

④ 一部事務組合等の年度末地方債残高のうち、本

町が負担しなければならない額 
14,130 17,622 

⑤ 年度末に全職員が退職した場合に一般会計等が

負担しなければならない額 
643,435 688,591 

⑥ 土地開発公社における負債の負担見込額 0 0 

⑦ 連結実質赤字額 0 0 

⑧ 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 

⑨     ①～⑧ 計 14,603,170 14,972,841 

⑩ 充当可能基金 4,459,990 4,102,422 

⑪ 充当可能特定歳入 70,691 98,340 

⑫ 地方債残高等に係る基準財政需要額算入見込額 10,138,150 10,230,345 

 

【分母の計算】                          （単位：千円） 

算定に用いた基礎数値 平成 28 年度 平成 27 年度 

⑬ 標準財政規模 4,804,569 4,878,435 

⑭ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要

額算入額 
929,773 930,517 



 

【将来負担比率の算定結果】 

 

 

 

 

 平成 28 年度決算における数値はマイナス（―）で、前年度数値が 13.7％ですので、大

幅に改善されています。 

 内容をみると、分子の計算で、①一般会計等の年度末地方債残高が増加＋286,690 千円、

②債務負担行為に基づく支出予定額は減少△39,216 千円（教員住宅建設事業償還金の償還

終了等）、③公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額も減少△568,497 千円（農業集落

排水△253,578 千円、公共下水道△137,271 千円等）、⑤年度末に全職員が退職した場合に

係る負担額は減少△45,156（一般職分の減等）、また、⑩充当可能基金が増加＋357,568 千

円（減債基金の増等）、⑫地方債残高等に係る基準財政需要額算入見込額は減少△92,195

千円。分母の計算で、⑬標準財政規模が減少△73,866 千円となっており、将来負担額（①

～⑤）については、公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額（③）が年々大幅に減少

しています。また、充当可能基金も庁舎建設基金や減債基金の積立額の増により増加して

います。 

 

※参考：平成 27 年度 

 

 

 

 

 

○健全化判断比率の推移 

 

地方債の繰上償還、土地開発公社の清算、飯綱リゾート開発㈱借入金損失補償の一括弁

済、また、決算剰余金の積立てなど、財政の健全化を図ってきたことから、実質公債費比

率、将来負担比率ともに年々改善されてきました。将来負担比率については、庁舎建設基

金やふるさと応援基金、子育て応援基金、減債基金など、目的基金の積立額の増加により

比率が下がっています。しかし、今後は、庁舎建設、小学校統合関連整備など、新たな事

業に係る合併特例債の発行、あわせて基金の取り崩しも予定しており、両比率とも増加傾

向になることが予想され、その動向には引き続き注視していかなければならないと考えて

います。 

 

 

 

指  標 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

実質赤字比率 － － － － － 

連結実質赤字比率 － － － － － 

実質公債費比率 11.6 10.8 9.8 9.8 9.4 

将来負担比率 65.9 43.3 25.2 13.7 － 

  14,603,170－4,459,990－70,691－10,138,150 

将来負担比率 ＝                            ＝ ― 

  4,804,569－929,773 

  14,972,841－4,102,422－98,340－10,230,345 

将来負担比率＝                        ＝ 13.7％ 

  4,878,435－930,517 



 

○資金不足比率 

 公営企業の資金を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経

営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 公営企業会計における資金不足額（一般会計等における実質赤字額に相当するもの）を

企業の事業規模で除した比率が資金不足比率です。 

 この比率が高いほど料金収入等で資金不足を解消するのが難しくなるので、公営企業と

して経営状況に問題があることを示しています。 

 本町の公営企業会計においては、すべての会計において剰余金（黒字）が発生している

（スキー場事業、住宅地造成事業は 0 決算）状況にあるため、資金不足比率の表記につい

ても、実質赤字比率と同様に資金不足がないことを示す「―％」となっています。 

 なお、各会計の黒字額の程度をご覧いただくため、各公営企業会計の実質収支額及び剰

余額の合計額を分子として各会計の事業規模と比較したものを、下記の資金不足比率の算

定結果で表示（△％）しています。 

 

【各会計の資金不足額】                     （単位：千円） 

会計名 
歳出総額 

（Ａ） 

歳入総額 

（Ｂ） 

翌年度に繰り越

すべき財源（Ｃ） 

資金不足額 

Ａ-（Ｂ-Ｃ） 

水道事業※ 1,621 828,599  △826,978 

病院事業※ 105,376 725,280  △619,904 

農業集落排水事業 352,396 353,322  △926 

飯綱公共下水道事業 245,477 249,411  △3,934 

スキー場事業 2,426 2,426  △0 

住宅地造成事業 182 182  △0 

※水道事業と病院事業は公営企業会計の法適用のため、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令第３条に定める算定方法により算出。 

【資金不足比率の算定結果】 

※水道事業の事業規模 241,079 千円 

 

 

 

※病院事業の事業規模 1,883,884 千円 

 

 

 

※農業集落排水事業の事業規模 54,349 千円 

 

 

 

※飯綱公共下水道事業の事業規模 124,089 千円 

 

 

 

 

（△826,978） 

水道事業 ＝          ＝ ―％ △343.0％（参考Ｈ27 △360.1％） 

            241,079 

（△619,904） 

病院事業 ＝          ＝ ―％  △32.9％（参考Ｈ27  △23.3％） 

           1,883,884 

（△926） 

農業集落排水事業 ＝         ＝ ―％ △1.7％（参考Ｈ27 △7.4％） 

54,349 

（△3,934） 

飯綱公共下水道事業 ＝         ＝ ―％ △3.2％（参考Ｈ27 △3.5％） 

               124,089 



 

※スキー場事業の事業規模 2,426 千円 

 

 

 

※住宅地造成事業の事業規模 0 千円 

 

 

 

【事業規模】 

・法適用企業：営業収益の額－受託工事収益の額 

・法非適用企業：営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

（△0） 

スキー場事業 ＝          ＝ ―％ △0.0％（参考Ｈ27 △0.0％） 

             2,426 

（△0） 

住宅地造成事業 ＝          ＝ ―％ △0.0％（参考Ｈ27 △0.0％） 

              0 


